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第第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者、介護を要する認知症高齢者、疾病等により身

体が虚弱な高齢者等、日常生活を営むのに支障がある高齢者（以下 「要援護高齢者」 と

いう。）等に対し、日常生活用品の購入費用に対する助成を行うこと並びに介護保険法（平

成９年法律第 123 号、以下「法」という。 ）第 115 条の 45 第３項第２号に基づき、要

援護高齢者の属する世帯（世帯を分離していても、同居の場合はその世帯を含む。）の 

生計中心者等に対し、日常生活用品の購入費用に対する助成を行うことで、高齢者福祉の

増進を図ることを目的とする。 



 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（1）要援護高齢者 市内に住所を有する 65 歳以上の在宅高齢者のうち法第 27 条に基

づく要介護認定において、要介護状態区分を要介護１から要介護５と認定された者を

いう。 

（2）在宅 法第 8 条第 25 項に規定する指定介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施

設若しくは介護医療院又は老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の 4 に規定

する養護老人ホームを利用しておらず、かつ、病院又は診療所に入院していないこと

をいう。 

 

第３条から第７条まで 削除 

 

 第２章 介護用品購入費の助成 

 （用品及び対象者） 

第８条 助成の方法については、購入時に使用できる給付券を交付することにより行うも

のとする。 

２ 給付券の区分、助成対象者及び購入費用の助成対象となる用品については、別表第１に 

定めるとおりとする。 

３ 介護用品給付券及び家族介護用品給付券は、重複して助成できないものとする。 

（助成の申請） 

第９条 介護用品及び家族介護用品購入費の助成を受けようとする者は、郡山市高齢者日

常生活用品給付申請書（第１号様式）により市長に申請しなければならない。 

（申請の代行） 

第９条の２ 利用者家族、介護支援専門員、地域包括支援センター職員その他の利用者以

外の者が前条の申請について代行するときは、申請の際に利用者との関係を記載しなけ

ればならない。 

（給付の決定、認定証及び給付券の交付） 

第 10 条 市長は、前２条の申請があったときは、受給資格の有無を審査の上支給の可否を

決定し、受給資格があると認定したときは、郡山市高齢者介護用品給付券利用資格認定証

（第３号様式）又は郡山市高齢者家族介護用品給付券利用資格認定証（第４号様式）（ 以

下 「認定証」という。 ）及び郡山市高齢者介護用品給付券（ 第５号様式 ）又は郡山

市高齢者家族介護用品給付券（第６号様式）（以下「給付券」という。 ）を申請者に交付

するものとし、受給資格がない場合は、郡山市高齢者日常生活用品給付却下通知書（第７

号様式）により申請者に通知する。 

２ 前項の認定証及び給付券の交付日は、市長が交付を決定した日の属する月の翌月の初 



日とする。 

３ 前項の規定に関わらず、申請時に介護用品給付券又は家族介護用品給付券を受給して

いる者のうち家族介護用品給付券又は介護用品給付券に給付区分を変更するものについ

ては、当該変更する前の給付券を返還する場合に限り、当該変更の申請のあった月分以降

の給付区分変更後の給付券の交付を受けることができる。 

４ 給付券の交付枚数は、一会計年度 12 枚を限度とし、当該交付の日の属する月の区分に

応じ別表第２に定める交付枚数とする。 

５ 市長は、認定された介護用品及び家族介護用品の受給資格を、毎年４月１日現在で審 

査し、受給資格がある場合、継続して交付を行うことができるものとする。この場合、給

付券の交付枚数は、前項の規定にかかわらず 12 枚とする。 

（給付券の精算） 

第 11 条 利用者は、介護用品及び家族介護用品を購入するときは、市長が指定する取扱 

店（以下「指定店」という。）に給付券を提出するものとする。 

２ 給付券は、１ヶ月につき１枚、１回の使用を限度とする。 

３ 給付券１枚当たりの助成額未満の購入費に対しては、差額の払戻しはしない。 

４ 指定店は、第１項により使用された給付券を毎月 10 日までに市長へ提出しなければな

らない。ただし、10 日が郡山市の休日を定める条例（平成２年郡山市条例第７号）第１

条による市の休日に当たるときは、市の休日の前日をもってその期限とする。 

５ 市長は、前項の規定により給付券の提出があった場合は、内容を審査し、適当と認めた

ときは、提出があった当該月の末日までに当該店に対して精算する。 

（変更の届出） 

第 12 条 受給者は、給付券の交付を受けた後に次条各号に定める場合を除き、申請事項 

等に変更が生じた場合は、速やかに郡山市高齢者（家族）介護用品給付券助成変更届（第

８号様式）により、その旨を市長に届けなければならない。 

 （認定証の返還） 

第 13 条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに郡山市高齢者（家族）

介護用品給付券利用資格認定証返還届（第９号様式）、認定証及び給付券  を市長に返還

しなければならない。 

(1) 給付券の有効期限が経過したとき。 

(2) 本市の住民でなくなったとき。 

(3) 利用者が死亡したとき、又は入院や施設入所により在宅者でなくなったとき。 

(4) 要介護認定審査において要介護以外となったとき（介護用品給付券の受給者に限る。）。 

(5) 要介護認定審査において要介護４又は要介護５以外となったとき（家族介護用品給付 

券の受給者に限る。）。 

 (6) 介護用品給付券の利用者又は家族介護用品給付券の受給者の世帯の者の市民税が課

税となったとき。 



(7) 給付券を利用する者が、継続して介護用品を使用しなくなったと市長が認めたとき。 

 (8) 給付券を利用する者が、１か月以上入院したとき。 

(9) 前各号のほか、受給資格を失ったとき。 

（助成の取消し等） 

第 13 条の２ 市長は、給付券の交付を受けた者又は指定店が次の各号のいずれかに該当す

ると認めたときは、利用資格の認定又は店舗の指定を取り消し、又は既に助成又は精算し

た金額の全部又は一部の返還を求めることができる。 

 (1)給付券を不正に使用したとき。 

  (2)この要綱の規定に違反したとき。 

  (3)その他市長が不適当と認めるとき。 

 

第３章 指定店 

（取扱店の指定） 

第 13 条の３ 本事業による利用の対象となる指定店となることを希望する者は、郡山市高

齢者介護用品給付券・家族介護用品給付券指定店申請書（第 10 号様式）及び別途市長が

指定する書類を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による提出があったときは、速やかに内容について審査し指定の可

否を決定し、郡山市高齢者介護用品給付券・家族介護用品給付券指定店登録決定（却下）

通知（第 11 号様式）にて通知する。 

３ 指定店は、前項の決定通知の日より、給付券の取扱いをすることができる。 

 （取扱店の指定店申請内容の変更） 

第 13 条の４ 指定店の申請内容について変更が生じた場合は、変更が生じることが判明次

第、速やかに郡山市介護用品給付券・家族介護用品給付券指定店登録内容変更届（第 12

号様式）を市長に届け出なければならない。 

（指定の辞退） 

第 13 条の５ 取扱店が指定を辞退しようとするときは、あらかじめ郡山市高齢者介護用品

給付券・家族介護用品給付券指定店辞退届（第 13 号様式）を市長に届け出なければなら

ない。 

 

    第４章 雑則 

 （台帳の整備） 

第 14 条 市長は、用品の給付に関する状況を明確にするため、郡山市高齢者日常生活用品

給付事業利用者台帳を整備しておかなければならない。 

 （関係機関等との連携等） 

第 15 条 市長は、常に保健所、民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。 

２ 市長は、この事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所等の協力を得るとともに、



他の高齢者福祉に関する諸事業と連携を図るよう努めるものとする。 

３ 市長は、この事業の実施について、市民に対して広報等を通じて周知を図るよう努め 

るものとする。 

 （委任） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 12 年４月１日から施行する。 

（郡山市高齢者日常生活用具・用品給付等事業実施要綱の廃止） 

２ 郡山市高齢者日常生活用具・用品給付等事業実施要綱（平成８年４月１日制定。以下「旧

要綱」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行日前に旧要綱の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この

要綱の相当規定に基づきなされた手続、処分その他の行為とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 16 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の郡山市高齢者日常生活用具・用品給付事業実施要綱の

規定により、申請している者に対する助成については、改正後の郡山市高齢者日常生活用

具・用品給付事業実施要綱の規定にかかわらず、従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 18 年４月 1 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 21 年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 28 年１月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この要綱の施行の際現に提出されている改正前の様式により使用されている書類は、改

正後様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に提出されている改正前の様式により使用されている書類は、

改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年９月19日から施行する。 



別表第１（第８条関係） 

区分 対   象   者 用      品 

介 

護 

用 

品 

給 

付 

券 

[給付券１枚３，０００円、年３６，

０００円限度] 

 

日常的に紙おむつ等の介護用品を 

使用する在宅かつ市民税非課税の

要援護高齢者 

 

 

 

 

 

 

 

紙おむつ、尿取りパット、使い捨て（ゴム）

手袋、清拭剤、お尻拭、身体拭、ドライシャ

ンプー、防水シーツ、消毒液、脱脂綿、油紙、

両面バンソーコー、バンソーコー、ガーゼ、

綿球、ピンセット、安楽尿器、バット、 

浣 腸 液 、 円 座 、 お む つ カ バ ー 、        

医療用ソフトシーツ 

 

 

 

 

 

 

 

家 

族 

介 

護 

用 

品 

給 

付 
券 

 

 

[給付券１枚６，０００円、年７２，

０００円限度] 

 

日常的に紙おむつ等の介護用品を 

使用する市民税非課税世帯に属す

る在宅要援護高齢者のうち、要介護

４又は要介護５に該当する者を介

護している同居世帯の生計中心者

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第 10 条関係） 

 

交付日の属する月 
介護用品給付券交付枚数 

（助成額１枚３，０００円） 

家族介護用品給付券交付枚数 

（助成額１枚６，０００円） 

４ 月     １２  枚     １２  枚 

５ 月     １１  枚     １１  枚 

６ 月     １０  枚     １０  枚 

７ 月      ９  枚      ９  枚 

８ 月      ８  枚      ８  枚 

９ 月      ７  枚      ７  枚 

  １０ 月      ６  枚      ６  枚 

  １１ 月      ５  枚      ５  枚 

  １２ 月      ４  枚      ４  枚 

   １ 月      ３  枚      ３  枚 

２ 月      ２  枚      ２  枚 

３ 月      １  枚      １  枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第９条関係） 

 

第２号様式（削除） 



 

第３号様式（第 10 条関係） 

 

 第３号様式（第 10 条関係） 

             年度 

              郡山市高齢者介護用品給付券 

        利用資格認定証 

 

                     左記の者を郡山市高齢者日常生活用品 

                    給付事業実施要綱に基づく介護用品給付券 

                利用資格者として認定します。 

受給者番号                      年   月   日 

◎本券は再交付できません。 

次項の注意事項を御覧ください。  郡山市長            

 

お問合せは 

         郡山市地域包括ケア推進課 

            電話 ０２４－９２４－３５６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 

郵便番号 

 郡山市 

 

 

             様 



第４号様式（第 10 条関係） 

 

 第４号様式（第 10 条関係） 

             年度 

                郡山市高齢者家族介護用品給付券 

        利用資格認定証 

 

                     左記の者を郡山市高齢者日常生活用品 

                    給付事業実施要綱に基づく家族介護用品給 

                  付券利用資格者として認定します。 

受給者番号                      年   月   日 

◎本券は再交付できません。 

次項の注意事項を御覧ください。  郡山市長            

 

お問合せは 

         郡山市地域包括ケア推進課 

             電話  ０２４－９２４－３５６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 

郵便番号 

 郡山市 

 

 

             様 



第５号様式（第 10 条関係） 

 

  



第６号様式（第 10 条関係） 

 

 



第７号様式（第 10 条関係） 

 

郵便番号 

住所 

 

            様 

年  月   日  

 

 

   郡 山 市 高 齢 者 日 常 生 活 用 品 給 付 却 下 通 知 書 

 

 

 

 

                     郡山市長       

 

 

さきに申請のありましたこのことについては、次のとおり却下になりましたので、通知

します。 

 

 

氏名  

申 請 区 分  

却 下 理 由  

 

 

 

 



第８号様式（第 12 条関係） 

 

          郡山市高齢者（家族）介護用品給付券助成変更届 

     

年  月  日  

   郡山市長 

                

届出人 住所 

                   氏名 

                   利用者との続柄（          ） 

電話     

 

受 給 者 番 号 
 

 

氏 名 
 

 

住 所 

郡山市 

 

 

 

 次のとおり変更がありましたので、届け出ます。 

 

（変更前） 

 

 

 

 

↓ 

 

（変更後） 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第 13 条関係） 

 

  



第 10 号様式（第 13 条の３関係） 

 

  



第 11 号様式（第 13 条の３関係） 

 

郡山市高齢者介護用品給付券・家族介護用品給付券指定店登録決定（却下）通知 

 

年  月  日   

          様 

郡山市長              

 

 

 

     年  月  日付けで申請のあったものについて、郡山市高齢者日常生活用品 

給付事業実施要綱に基づき、下記のとおり決定（却下）したので通知します。 

 

 

取 扱 店 番 号  

 

 

第   号 

 

取 扱 店 名 称  

 

 

 

取扱店所在地 

 

 

 

業 務 形 態 

 

 

□店舗販売のみ  □配送のみ  □店舗販売・配送 

 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 12 号様式（第 13 条の４関係） 

 

  



第 13 号様式（第 13 条の５関係） 

 


